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（参考-１）

　
 １．調査の目的
 

　　　    建設副産物実態調査は、建設副産物対策の具体的な政策立案に必要な排出量や再
　　  資源化等の動向に関する実態を把握するため、全国の建設工事 （公共土木工事、民間
　　　土木工事、建築工事）を対象に、平成２年度以降、原則として５年毎に実施している統計
　　　調査である。
　　  　平成１４年度は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）
　　　が完全施行された年にあたるため、第４回目として調査を実施したものである。

 ２．建設副産物の定義
 

　　   建設副産物とは、建設工事にともなって副次的に得られる物品であり、建設発生土（建
　　　設工事の際に搬出される土砂）および建設廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材など）の
　　　総称である。
　

　

　
３．調査方法
 

　（１）　調査実施方法
　　 　    国土交通省は、各地方ブロック毎に設置されている地方建設副産物対策連絡協議
　　　　　会等＊１）を通じて、公共工事発注機関、民間公益企業、民間企業に対するアンケート
　　　　　調査を実施した。
　　 　       アンケートの結果については、各建設副産物対策連絡協議会等において集計した
　　　　　後、国土交通省に報告され、国土交通省においてアンケート結果の解析および取りま
　　　　　とめを行った。
　
   （２）　調査対象建設副産物
   　　　　  建設発生土、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設汚泥、建設混合廃
           棄物、建設発生木材、その他（金属くず、廃プラスチック、紙くず）
 
　　　  　　＊１）地方建設副産物対策連絡協議会等：
　　　　　　　　　　　建設副産物の有効利用及び再利用等を促進し、建設事業の円滑な推進を図るために、
　　　　　　　　　　　必要な情報の収集・交換を行うことを目的として、全国の各地方ブロック毎に地方整備局
　　　　　　　　　　　等、都道府県、政令市、公団・事業団、建設業団体等を構成員として設置された組織。

平成１４年度　建設副産物実態調査結果

建設副産物

建設発生土（平成１５年１２月１８日公表済）

  建設廃棄物（今回公表分）
　
　・　アスファルト・コンクリート塊
　・　コンクリート塊
　・　建設汚泥
　・　建設混合廃棄物
　・　建設発生木材
  ・　その他（廃プラスチック、紙くず、など）
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  （３）　調査実施内容

　　　　 建設副産物実態調査は、以下の３つの調査から構成されている。（「（４）建設廃棄
　　　物の処理の流れ」参照）

　　　① 総量調査(建設副産物の総排出量等を推計するための調査)
　　　　　　　発注機関別の建設資材の利用量、建設副産物の発生量・場外搬出量を調査
　　　　　　した。
　　　　　　　＜調査票回収工事件数　約３０万件＞
　

　

　　　② 搬出先調査(建設副産物の再資源化施設等への排出量を推計するための調査)
　　　　　　　 発注機関別、工事施工場所別に建設資材のうち再生資材利用の割合、供給元、
             建設副産物の再資源化の割合・搬出先を調査した。
　　　　　　　 ＜調査票回収工事件数　約２４万件＞
　

　　　③ 施設調査(再資源化等施設での処理の実態を把握するための調査)
　　　　　　　  建設副産物の再資源化等施設の保有業者のリストアップを行い、この施設保有
　　　　　　業者に対して、施設の概要等（施設搬入後の処理・処分方法等 ）を調査した。
　　　　　　　　＜調査票回収施設件数　約６千件＞

【公共工事】 【民間公益工事】調査対象

土木 建築

・国土交通省、農水省、
  その他の国の機関
・公団・事業団
・都道府県、政令市、市町村

土木 建築

・電力、ガス、電信電話、ＪＲ
   大手私鉄各社

調査対象

・国土交通省、農水省、
　その他の国の機関
・公団・事業団
・都道府県、政令市、
  市町村

土木 建築

・電力、ガス、
   電信電話、ＪＲ
   大手私鉄各社

土木 建築

各都道府県等
施設管理台帳

・建設発生土利用促進施設
・建設廃棄物の再資源化処理施設、
  中間処理施設
・建設廃棄物の最終処分場

【公共工事】 【民間公益工事】 【民間工事】

建築
建築業協会
(社)日本土木工業
(社)プレハブ建築協会
(社)日本ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ建築協会
(社)日本木造住宅産業協会
(社)日本道路建設業協会
各県建設業協会
全国解体工事業団体連合会

土木

建設副産
物再資源
化等施設
の抽出
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（４）建設廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材など）の処理の流れ

建設現場

　　 現場外排出量①

          現場内利用量

          現場内縮減量

発生量

　工事間利用量②

　再資源化施設
　　　　　　搬出量③

　再資源化量⑥

　縮減量⑦

　最終処分場
　　　　　　搬出量⑧

　中間処理施設
　　　　　　搬出量④

　縮減量⑨

　最終処分場
　　　　　　搬出量⑩

　最終処分場
　　　　　　搬出量⑤再資源化等率＝（②＋⑥＋⑦＋⑨）÷①

再資源化率　 ＝（②＋⑥）÷①
最終処分量 　＝  ⑤＋⑧＋⑩

搬出先調査の範囲

総量調査の範囲

施設調査の範囲



  
　 　 　　　（単位：％）

北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 全国

93 93 88 95 95 94 90 90 91 88 92

(88) (86) (82) (90) (87) (87) (84) (86) (83) (87) (85)

99 99 98 99 99 99 99 97 99 92 99

(99) (98) (99) (99) (99) (99) (97) (97) (96) (95) (98)

97 96 98 99 99 98 98 95 97 96 98

(93) (93) (98) (98) (99) (98) (94) (96) (92) (95) (96)

37 56 64 84 84 91 38 60 49 58 69

(44) (32) (33) (30) (64) (53) (33) (66) (21) (35) (41)

33 17 39 25 47 54 11 13 19 10 36

(11) (2) (13) (4) (5) (10) (4) (7) (4) (16) (9)

87 84 92 89 95 89 90 83 88 75 89

(80) (80) (88) (88) (87) (86) (76) (69) (73) (59) (83)

71 44 62 65 76 57 59 50 58 65 61

(64) (30) (41) (41) (44) (38) (33) (20) (22) (56) (38)

建設発生木材
（縮減含む）
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建設発生木材
（縮減除く）

建設廃棄物全体

アスファルト・
コンクリート塊

コンクリート塊

建設汚泥

建設混合
廃棄物

  ４．調査結果

　（１） 建設廃棄物の再資源化等率

注１；１段目は、平成１４年度の値
　    ２段目の（　　　）は、平成１２年度の値

注２；建設発生木材については、伐木材、除根材等を含む数値である。

【各建設廃棄物の再資源化率及び再資源化等率の算出方法】
　　・アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊；
　　　　再資源化率＝（再使用量＋再生利用量）／排出量

　　・建設汚泥；
　　　　再資源化等率＝（再使用量＋再生利用量＋縮減量(脱水等の減量化量))／排出量

　　・建設混合廃棄物；
　　　　再資源化等率＝（再使用量＋再生利用量＋縮減量(焼却による減量化量)）／排出量

　　・建設発生木材（縮減含む）；
　　　　再資源化等率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋縮減量(焼却による減量化量))／排出量

　　・建設発生木材（縮減除く）；
　　　　再資源化率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収量）／排出量

平成１４年度の全国の建設廃棄物の再資源化等率












